
人と環境にやさしい農業ブランディング業務

公募型プロポーザル募集要項

１ 目的

『人と環境にやさしい農業』が有する世界観や提供価値について県民全体の共通

理解を醸成することを目的に、取組の核となるブランドの設計並びにブランドコミ

ュニケーションを実施するため、企画提案を募集する。

２ 応募資格（業務委託の対象者）

プロポーザルに応募することができる者は、次の全ての要件を満たす者であるこ

と。

⑴ 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有

すること。

⑵ 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受け

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。

⑶ 業務の実施に当たり、県や関係者との打合せ等に適切に対応することができる

こと。

⑷ 次のいずれかに該当しないこと。

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定による一

般競争入札の参加者の資格制限を受けている者

イ 応募書類（６(３)イに掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、

兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てが行われ

ている者

エ 兵庫県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者

オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者

３ 業務内容

業務仕様書に沿って、プロポーザルに応募する者自らが企画する業務であって、

県が委託する業務として公序良俗に反するものでないこと。

４ 業務期間

契約締結日から令和９年３月 31 日まで

５ 委託料

￥４，６００，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む）



上記金額の範囲内で、効率的かつ効果的な業務を企画提案するものとする。

なお、この金額は、企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額と異

なることがある。

６ 応募提案に係る手続

⑴ 募集要項の配布

令和８年４月 27 日（月）から同年５月 20 日（水）までの間、県ホームページ

に掲載する。

⑵ 募集要項に関する質問及び回答

ア 質問の受付期間

令和８年４月 27 日（月）から５月 12 日（火）午後５時までの間。

イ 提出方法

電子メールにより、事務局に提出（様式任意）。

※ 事務局のメールアドレスは、「12 事務局」に記載

※※ タイトルを「【質問】人と環境にやさしい農業関係」とすること。

ウ 質問への回答

令和８年５月 15 日（金）までに、質問者に回答する。

⑶ 応募書類の提出

ア 受付期間

令和８年４月 27 日（月）から同年５月 20 日（水）まで（土曜日及び日曜日・

祝休日を除く）の午前１０時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

イ 提出方法

別紙１に定めた応募書類を作成の上、期日までに事務局あてに郵送または持

参により提出すること。

なお、郵送による場合は、あらかじめ電話等より事務局に連絡したうえで、

受付期間最終日の午後５時までに到着するよう提出すること。

ウ 提出先

事務局（住所等は、「12 事務局」に記載）

エ その他

提出した書類について、事務局が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じ

ること。

７ 応募書類

応募書類の形式及び内容については別紙１のとおり。

８ 応募に要する費用

応募に要する費用は、応募者の負担とする。



９ 審査

⑴ 審査の方法

ア 提出書類をもとに、事務局において事前審査を行い、これを通過した者のみ、

後日審査委員会において内容を審査する。

イ 審査委員会の詳細は、事前審査を通過した団体に対して別途通知する。

ウ 原則として応募者にプレゼンテーションを求める。ただし、応募者多数の場

合は、数社程度まで絞った上で実施する。

エ プレゼンテーション審査は令和８年６月１日（月）13：30～、県庁内又は県

庁周辺で実施する。

⑵ 審査基準

評価項目 主な評価基準 配点

全体評価

・提案内容が業務目的及び仕様書の内容と合致しており、

業務に関する理解、知識が十分にあるか

・業務遂行のノウハウを有し、目的達成に向けて創意工夫

等を行っているか

15

ブランド設計

・本県農業の理念と整合し、目指す世界観を的確に表現で

きているか

・農業等を取り巻く環境を構造的・複合的な観点で分析し

た提案であるか

30

ブランドコミ

ュニケーショ

ン戦略及び手

法

・ブランドコンセプトを体現し中長期的な視点で熟考検証

された戦略提案となっているか

・戦略に沿った有効性の高く具体的な手法提案となってい

るか

30

業務実施体制

・安定的に業務を遂行する上で必要な人選及び配置がされ

ているか

・業務スケジュールに実現性があるか

10

業務実績
・過去に類似の業務を受注した実績を有し、成果は優れた

ものとなっているか。
10

経済性 ・業務内容に見合った適切な価格設定になっているか。 5

⑶ 審査結果の通知

審査の結果は、事務局から応募者全員に文書で通知する。

⑷ 審査対象からの除外（失格事由）

ア 「２ 応募資格」に該当しない場合

イ 要項に違反又は著しく逸脱した場合

ウ 選定委員等に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合

エ 応募提案書類に虚偽の記載を行った場合

オ その他選定結果に影響を及ぼす恐れがある不正行為を行った場合



⑸ 採択の取り消し

提出した書類に虚偽の内容が記載されていたことが発覚した場合は、採択を取

り消す場合がある。

10 契約の締結

⑴ 県は、審査委員会の審査に基づき委託予定者に決定された者（以下、「当選者」

という。）と提案業務の内容や実施方法等について協議し、調整を行う。この協

議・調整において、県と当選者双方で確認のうえ、提案業務の内容を修正、また

は変更することがある。修正または変更した場合は、企画提案書等について、再

度提出することとする。

なお、提出した書類に虚偽の内容が記載されていた場合は、決定を取り消すこ

とがある。

⑵ 県は、当選者との協議が整った場合、当選者を、業務を委託する者（以下、「受

託者」という。）として速やかに委託契約を締結する。

⑶ 委託契約の締結にあたっては、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金が必

要であるが、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、契約保証

金を免除することとする。

⑷ 当選者が辞退したとき、募集要項の規定に違反したとき、正当な理由なく契約

しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定を取り消すとともに、「９

審査」により選定された次順位の者と契約についての協議・調整を行ったうえで

契約を締結する。

⑸ 受託者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、県は、当該委託契約の

全部又は一部を解除し、委託料の支払いを停止し、又は受託者に対して支払った

委託料の全部または一部の返還を求めることがある。

11 その他

その他留意事項については、仕様書を参照すること。

12 事務局

兵庫県農林水産部農業改良課

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目 10 番１号（１号館８階）

電話（078）362－9210 内線 74309 FAX（078）341－7733

電子メール：Tatsuya_Yamada@pref.hyogo.lg.jp



別紙１

応募書類の提出物一覧及び内容・留意事項について

１ 応募書類の提出物一覧

項目 様式 部数

① 応募申請書 様式１
正本１部

副本 10部

② 応募者概要説明書 様式２ 同上

③ 企画提案書（注１） 任意 同上

④ 経費積算見積書（注２） 様式３ 同上

⑤ 誓約書 様式４ 同上

⑥ その他提案内容を説明する書類 任意 同上

⑦
同種及び類似事業の実績の内容がわかるもの

（もしあれば。）
任意 同上

⑧ 添付書類

・定款または寄付行為の写し（注３）

・法人登記簿謄本（注３）

・納税証明書（注３，４）

・前年度の決算書類（注５）

（事業報告書、貸借対照表、損益計算書等）

・応募者の概要がわかる書類（ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等）

正本１部

（注１）様式は指定しないが、Ａ４横 50 ページ以内とする。

（注２）単価・数量・工数・人員等の積算内訳を詳細に明記すること。

消費税の免税事業者である場合は、その旨を明記すること。

（注３）提出の日において、発行から３ヶ月以内のもの

（注４）・兵庫県の県税事務所が発行する県税の納税証明書

（県税の納税実績がない場合は、誓約書を提出すること。）

・税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

（注５）事業年度が１年未満の場合は、これに類する書類を提出すること。

２ 内容・留意事項

⑴ 内容

企画提案書の作成にあたっては、審査の評価基準を十分に踏まえて作成するこ

と。



⑵ 形式

ア 原則として、Ａ４判の用紙を用いること。ただし、必要により、Ａ３判の用

紙を挿入することも可とする。

イ 使用する文字の大きさは、原則 12 ポイント以上とすること。

ウ 表紙及び目次を除くほか、通し番号を付すること。

⑶ その他留意事項

ア 応募書類の著作権は、応募者に帰属する。

イ 応募書類は、非公開とする。

ウ 応募書類は、返却しない。


